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平成 2２年度 第１回東京都後期高齢者医療広域連合協議会 

 

1. 開催日時 

平成 2２年７月１２日（月） 午後３時～午後３時１８分 

 

2. 開催場所 

東京区政会館１９階 １９１会議室 

 

3. 出席委員 

江戸川区長、荒川区長、昭島市長、檜原村長、中央区長、文京区長、墨田区長、目黒区長、中野区長、

板橋区長、八王子市長、三鷹市長、青梅市長、日野市長、狛江市長、瑞穂町長、新島村長 

 

4. 事務局出席者 

副広域連合長、総務部長、保険部長、保険部参事、保険部保険課長、総務部総務課長、総務部企画調

整課長、会計管理者 

 

5. 議題 

(1) 報告事項 

① 平成２２年第１回広域連合議会臨時会に提出する案件について 

② その他 
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6. 会議経過 

 ≪開会≫ 

・ 事務局より委員の紹介 

・ 協議会運営事項の確認として以下の 3 点が了承された 

(1) 本協議会を非公開とする。 

(2) 議事録の作成は発言者名を伏せて要点筆記とし、作成後各委員により確認を行う。 

(3) 会議の資料については、会議開催後 62 区市町村宛に送付することとし、基本的には公開とす

る。ただし、公開とすることによる影響を考慮し、会議において非公開としたものについては、

非公開とすることができる。 

 

≪報告事項≫ 

①「平成２２年第１回広域連合議会臨時会に提出する案件について」 

・ 第１回臨時会は７月３０日（金）開催予定 

・ 平成２２年第１回広域連合議会臨時会に提出する案件は、人事案件２件、専決処分の報告及び承

認７件、条例の改正議案１件、補正予算１件。 

・ 人事案件は、副広域連合長の選任同意２件。 

・ 専決処分の報告及び承認は下記のとおり。 

(1) 労働基準法の改正等に伴う職員の給与に関する条例の一部改正。 

(2) 退職手当の返納事由拡大等に伴う職員の退職手当に関する条例の一部改正。 

(3) 退職手当審査会の設置を規定する退職手当審査会条例の制定。 

(4) 国の平成２１年度補正予算第２号による後期高齢者医療制度臨時特例基金条例の一部改正。 

(5) 平成２１年度後期高齢者医療特別会計補正予算（第５号）。 

(6) 育児・介護休業法の改正に伴う職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の一部改正。 

(7) 地方公務員育児休業法等の改正に伴う職員の育児休業等に関する条例の一部改正。 

・ 条例改正議案は雇用保険法の改正に伴う職員の退職手当に関する条例の規定整備。 

・ 補正予算は、平成２１年度区市町村負担金（保険料未収金補填分負担金）及び支払基金交付金の

精算に伴う後期高齢者医療制度特別会計歳入歳出予算の補正。 

 

  ≪事務連絡≫ 

・ 第１回広域連合議会臨時会は 7 月 30 日（金）午後 2 時から区政会館にて、開催予定。 

・ 次回の第 2 回協議会は 11 月上旬の開催予定。 

 

終了：午後２時１８分 

 

 


